
 

 

令和６年度  第２回山梨地方最低賃金審議会 

 

 

と  き：令和６年７月３０日 

ところ：山 梨 県 Ｊ Ａ 会 館  

 

 

次    第 

 

 

１  開  会 

 

２  議  事 

（１）今後の審議日程について 

（２）令和６年度地域別最低賃金額改定の目安について（伝達） 

（３）賃金実態調査結果等について 

（４）労使からの意見聴取結果について 

（５）特定最低賃金改正決定の必要性の有無について（諮問） 

（６）その他 

 

３  閉  会 



日時：

場所：

● 岡本委員 長谷川委員 ●

● 小林委員 早川委員 ●

● 櫻井委員 丸茂委員 ●

● 白倉委員 山岸委員 ●

● 田草川委員 依田委員 ●

出
入
口

● ● ● ● ●

石
垣
委
員

労
側
委
員

使
側
委
員

事務局

公益委員

門
野
委
員

今
井
委
員

反
田
委
員

岡
松
委
員

令和６年度　第２回山梨地方最低賃金審議会  配席表

令和６年７月30日(火)

午前９時３０分～

山梨県ＪＡ会館６階中会議室

● ● ● ● ●

賃
金
指
導
官

賃
金
室
長

労
働
局
長

労
働
基
準
部
長

監
督
課
長



月 日 曜 対象 場所

2 火 第１回本審（地賃改正諮問） 午後2：00～ 全員
山梨県ＪＡ会館

23 火 第１回専門部会 午前10：00～ 部会委員 山梨労働局

第２回本審

（目安伝達・特賃必要性諮問）
午前9：30～ 全員 山梨県ＪＡ会館

部会委員 山梨県ＪＡ会館

1 木 第３回専門部会(金額審議) 午後2：30～ 部会委員 山梨労働局

２ 金 第４回専門部会(金額審議、結審予定) 午後2：00～ 部会委員 山梨労働局

第５回専門部会（予備日） 午後1：30～ 部会委員 山梨県ＪＡ会館

第３回本審（地賃改正答申) 午後3：00～ 全員 山梨県ＪＡ会館

9 金 特定最賃検討委員会 午前10：00～
検討委員会

委員
山梨労働局

21 水 第４回本審（異議審) 午前10：00～ 全員 山梨県ＪＡ会館

令和６年度　地域別最低賃金審議日程表

　

審議会内容

7

30 火

※１　目安答申の動向によっては、再度、本審及び専門部会の日程調整を行い、日程を変更する可能性がある。

※２　金額審議の状況によっては、再度、本審及び専門部会の日程調整を行い、日程を変更する可能性がある。

第２回専門部会(基本的見解)

                           午前11：00(本審終了後)～

8 ５ 月







 

令和６年７月 25日 

 

厚生労働大臣 武見 敬三 殿 

 

中央最低賃金審議会 

会長 藤村 博之 

 

 

令和６年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申） 

 

令和６年６月 25日に諮問のあった令和６年度地域別最低賃金額改定の目安について、 

下記のとおり答申する。 

 

記 

 

１ 令和６年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみる

に至らなかった。 

２ 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解（別紙

１）及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告（別紙２）を地方最低賃金審議会

に提示するものとする。 

３ 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会にお

いて、別紙１の２に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されるこ

とを強く期待するものである。 

４ 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備の必要性については労使共通

の認識であり、政府の掲げる「成長と分配の好循環」と「賃金と物価の好循環」を実現す

るためにも、特に地方、中小企業・小規模事業者に配意しつつ、生産性向上を図るととも

に、官公需における対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取組

を継続的に実施するよう政府に対し強く要望する。 

５ 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給し、賃上

げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援や経営支援の一層の強化を

求める。特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ

場合に支給される業務改善助成金については、最低賃金引上げの影響を強く受ける中小

企業・小規模事業者がしっかりと活用できるよう充実するとともに、具体的事例も活用し

た周知等の徹底を要望する。加えて、非正規雇用労働者の処遇改善等を支援するキャリア

アップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金等について、「賃上げ」

を支援する観点から、賃上げ加算等の充実を強く要望する。 

６ 中小企業・小規模事業者の賃上げの実現に向けて、労働生産性を引き上げるため、設備

投資の促進に資する税制や、省力化投資の補助金等による支援の強化を要望する。加えて、
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創業・事業承継やＭ＆Ａの環境整備の一層の強化に取り組むことが必要である。また、成

長市場に進出しようとする者の事業再構築、新製品開発や新市場の開拓、イノベーション

創出、ＤＸ・ＧＸの取組を促進することを要望する。さらに、中小企業・小規模事業者が

これらの施策を一層活用できるよう、周知等を徹底するとともに運用改善を要望する。 

７ 価格転嫁対策については、新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切な価格転

嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」を実現するため、独占禁止法の執行強化、下請Ｇメ

ン等を活用しつつ事業所管省庁と連携した下請法の執行強化、下請法改正の検討等を行

うとともに、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知徹底を要望す

る。また、価格転嫁円滑化の取組についての実態調査が行われ、転嫁率が低い等の課題が

ある業界については、自主行動計画の策定や改定、改善策の検討を求めることを要望する。

指針別添の交渉用フォーマットについては、業種の特性に応じた展開・活用を促すことを

要望する。さらには、パートナーシップ構築宣言の更なる拡大と実効性向上に取り組むと

ともに、中小企業等協同組合法に基づく団体協約の更なる活用の推進に向け、活用実態の

調査や組合への制度周知に取り組むことを要望する。さらに、ＢtoＣ事業では相対的に価

格転嫁率が低いといった課題があるため、消費者に対して転嫁に理解を求めていくよう

要望する。 

８ いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことができるよう、「年収の壁・支援強化パッケ

ージ」の活用を促進するほか、被用者保険の適用拡大等の見直しに取り組むことを要望す

る。加えて、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額

改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよ

う、発注時における特段の配慮を要望する。 
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㊢ 

山梨労発基 0730第１号  

令 和 ６ 年 ７ 月 30 日 

 

 

山梨地方最低賃金審議会 

会 長 反田 一富 殿 

 

 

山梨労働局長 

髙西 盛登 

 

 

山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械 

器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問） 

 

令和６年７月 23 日付けをもって申出代表者電機連合山梨地方協議会議長三輪茂樹

から最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 15 条第１項の規定に基づき、別添の

とおり山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製

造業最低賃金（平成 21 年山梨労働局最低賃金公示第３号）の改正決定に関する申出

があったので、同法第 21 条の規定により、その必要性の有無について、貴会の意見

を求める。 
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山梨労発基 0730 第２号 

令 和 ６ 年 ７ 月 30 日 

 

 

山梨地方最低賃金審議会 

会 長 反田 一富 殿 

 

 

山梨労働局長 

髙西 盛登 

 

 

山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金の改正決定の 

必要性の有無について（諮問） 

 

令和６年７月 23 日付けをもって申出代表者基幹労連山梨県センター委員長日野原

頼人、自動車総連山梨地方協議会議長松井純一、電機連合山梨地方協議会議長三輪

茂樹及びＪＡＭ甲信山梨県連絡会会長杉原孝一から最低賃金法（昭和 34年法律第 137

号）第 15 条第１項の規定に基づき、別添のとおり山梨県自動車・同附属品製造業最

低賃金（平成 21 年山梨労働局最低賃金公示第２号）の改正決定に関する申出があっ

たので、同法第 21 条の規定により、その必要性の有無について、貴会の意見を求め

る。 

 


